
令和８年２月２６日 

危 機 管 理 部 

 

「世田谷区国民保護計画」の変更について 

 

１ 主旨 

東京都国民保護計画の変更が令和７年に行われたことに伴い、世田谷区国民保護計画

（令和３年３月修正）を変更し、当該計画の実効性を向上させる。 

 

２ 変更の背景 

（１）都は、都の国民保護計画を、ミサイル攻撃を現実的な脅威と捉え、ミサイル攻撃へ

の対処を強化すること、また、旧計画で充実させている大規模テロへの対処と合わせ

て、より実効性の高い計画に変更することを方針として、国民保護計画を令和７年に

変更した。 

別紙１（東京都国民保護計画（令和７年変更）の概要）参照 

（２）区は、令和３年に国民保護計画の修正を行ってから５年目を迎えるが、当該計画の

実効性を維持するためには、都の国民保護計画の変更内容や、令和７年に行った区の

地域防災計画の修正内容、その他の計画等の修正内容の反映が必要である。 

別紙２（世田谷区国民保護計画（令和３年３月修正）の構成）参照 

 

３ 検討体制 

（１）災害対策推進委員会にて庁内調整し、世田谷区国民保護協議会に諮り検討を行う。 

（２）都との協議、及び警察、消防、自衛隊の関係機関等からの意見聴取を行う。 

 

４ 今後のスケジュール 

令和８年 

４月  委託業者選定の入札 

６月上旬 素案（案）への庁内調整 

７月上旬 第１回世田谷区国民保護協議会（素案（案）提示） 

７月～８月 世田谷区国民保護協議会委員からの意見聴取 

９月上旬 災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会（素案報告） 

９月中旬 東京都事前協議 

１１月下旬 第２回国民保護協議会（計画（案）諮問） 

令和９年 

２月上旬 災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会（計画案報告） 

２月  東京都協議 

３月  公表 
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別紙１ 
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別紙２ 

世田谷区国民保護計画（令和３年３月修正）の構成 

章 節 

１ 総論 １ 区の責務、計画の位置付け、構成等 

２ 国民保護措置に関する基本方針 

３ 関係機関の事務又は業務の大綱等 

４ 世田谷区の概況 

５ 区の国民保護計画が対象とする事態 

２ 平素からの備え １ 組織・体制の整備等 

２ 避難、救助及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

３ 物資及び資材の備蓄、整備 

４ 要配慮者の支援体制の整備 

５ 国民保護に関する啓発 

３ 武力攻撃事態等への対処 １ 初動連絡体制の迅速な確立及び初動対応 

２ 区対策本部の設置等 

３ 関係機関相互の連携 

４ 国民の権利・利益の救済に係る手続き等 

５ 警報及び避難の指示等 

６ 救援 

７ 安否情報の収集・提供 

８ 武力攻撃災害への対処 

９ 被災情報の収集及び報告 

１０ 保健衛生の確保その他の措置 

１１ 国民生活の安定に関する措置 

４ 復旧・復興 １ 応急の復旧 

２ 武力攻撃災害の復旧・復興 

３ 国民保護措置に要した費用の支弁等 

５ 他区市町村からの避難住

民等の受入れ 

 

６ 大規模テロ等（緊急対処

事態）への対処 

１ 基本的考え方 

２ 初動対応力の強化 

３ 平時における警戒 

４ 発生時の対処 

５ 大規模テロ等の類型に応じた対処 
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